
質問項目 質問の内容 回答

分析対象業務の
選定について

⑴ 業務 プロセスの分析
のための調査方法等の企
画

分析対象となる各課の事務事業につ
いては、すでに選定されていますで
しょうか。
選定されている場合は、当該事務事
業についてご共有いただくことは可
能でしょうか。

また、選定されていない場合であっ
ても、各課の事務事業の全体像等が
把握できる資料等をご共有いただく
ことは可能でしょうか。

　分析対象となる事務事業について
選定はしていません。
　また、事業の全体像の把握を含
め、10課への調査を実施していただ
くことになります。

業務結果をふまえ
た研修の実施内容
等について

⑶ 研修及び説明会の企画
及び実施

「本業務の結果を踏まえた１０課の
職員を対象とする研修」について
は、次年度以降、各課職員様にて改
善を進めていくことを前提に、今後
の取組方法を示すことが目的という
理解でよいでしょうか。

想定される内容や回数（時間）等が
ございましたらご教示いただけます
と幸いです。

　研修の意義についてはお見込みの
とおりです。
　回数や時間の想定は立てていませ
ん。

本業務後（令和9年
度以降）の想定に
ついて

本業務で分析し検討した改善策につ
いては、各課との協議結果によるも
のの、基本的には令和9年度に取り組
むという認識で問題ないでしょうか
（早期に取り組めるものは令和8年度
から取り組む想定でしょうか）。

【ご質問の背景】
令和9年度予算要求・人員要求への考
慮や、検討施策の粒度（数年間にわ
たる施策はそぐわない等）に影響が
あると考えられるため。

　令和８年度については「業務の洗
い出し」と位置づけ、お見込みのと
おり令和９年度から改善に取り組む
想定です。

業務改革推進（１０課）業務委託公募型プロポーザル

質問及び回答

　令和８年４月１４日から２１日正午までに質問があったもののうち、企画提案を募集する上
で広く周知すべきと判断されるものについて、以下のとおり、回答の内容を公表します。



仕様書４及び６⑶
業務実施場所・
リモート対応の
可否

仕様書４に「業務の場所：松本
市」、仕様書６⑶に「打合せ及びヒ
アリングは、現地のほか、オンライ
ンでの対応も可能とする」とありま
す。
本業務のうち、ヒアリング結果の
分析、改善策の検討、報告書等の
成果物作成など、
打合せ・ヒアリング以外の実作業に
ついては、受注者の事業所（県外を
含む）で実施して差し支えないとの
理解でよろしいでしょうか。

　受注者様の事業所で実施していた
だいて差支えございません。

仕様書５⑷
事務事業分析及び
改善策の検討

仕様書５⑷に「手続きなどの
オンライン化、デジタル化、ＩＣＴ
ツールの活用が可能なものについて
ヒアリング対象課へ随時提案を
すること」とありますが、本業務に
おける「改善策の検討・提案」は
改善案の策定（提言）までを範囲と
理解してよろしいでしょうか。
ＩＣＴツール導入・設定、業務フ
ロー改定等の実装フェーズ（ＰｏＣ
を
含む）は本業務の範囲外との理解で
よろしいか、ご教示願います。

　お見込みのとおり、改善案の策定
（提言）までです。

全体
本件及び「業務改善支援（３業務）
業務委託」の両案件の企画提案に参
加することは可能でしょうか。

　可能です。

全体

本件及び「業務改善支援（３業務）
業務委託」について、プレゼンテー
ション、審査委員会の日程が令和８
年６月上中旬となっておりますが、
両案件の審査日程が重複することは
ございませんでしょうか。

　重複しないように調整予定です。

仕様書
1頁5業務内容
（１）業務プロセ
スの分析のための
調査方法等の企画

調査対象は対象10課の所管する全業
務を対象としたものとなりますで
しょうか。若しくは、特に各課にて
課題感の強い特定業務を対象にする
のか等、範囲の指定はございますで
しょうか。

　全業務を対象とし、改革すべき点
の洗い出しを委託するものです。



仕様書
1頁5業務内容
（１）業務プロセ
スの分析のための
調査方法等の企画

調査実施にあたり、円滑かつ詳細な
調査が可能となることを前提とし
て、貴市にて活用されている特定の
ICTツール等を活用して実施すること
は可能でしょうか。

　可能です。

仕様書
1頁5業務内容
（３）研修及び説
明会の企画及び実
施

研修及び説明会へ参加される職員様
の想定人数・階層等はございますで
しょうか。

　具体的な人数は想定していません
が、１０課５人ずつとして、５０人
程度が最大値かと見込んでいます。
  また、階層は窓口対応が多い、係
長以下の職員を見込んでいます。

【問合せ】

〒３９０－８６２０ 松本市丸の内３番７号

松本市役所 総務部行政管理課

担 当：吉沢

電 話：０２６３－３３－４７７０（直通）

ＦＡＸ：０２６３－３３－１８７７

E-mail：gyokan@city.matsumoto.lg.jp 


